
 
 
 
 
 
 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日  
四国運輸局交通政策部・観光部 

 

【お知らせ】 

香川県タクシー利用利便性向上協議会（第２回） 

の開催について 

～「観光の足」確保に向けた実証実験について議論されます～ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

記 

１．日時：６月８日（月）１０：００～ 

２．会場：サンポート合同庁舎南館３階海技試験場 

３．議事：令和７年度実証実験実施結果について 

     令和８年度実証実験実施案について 

※協議会は公開にて行われますので、取材を希望される場合は、添付資料掲載の URL又は

QRコードから登録をお願いします。 

※本取組は、令和７年度「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト（日本版

MaaS推進・支援事業）の採択と「交通空白」解消・官民連携プラットフォームの令和７

年度「交通空白」解消パイロット・プロジェクトに選定されております。また、令和８年

度「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト（地域交通ＤＸ推進タイプ）に

採択されております。 

【お問い合わせ先】 

四国運輸局 交通政策部 交通企画課 

（担当：岡崎、長﨑） 

電話：０８７－８０２－６７２５ 

 

四国運輸局 
国土交通省 

ぴヨンちゃん 

国土交通省においては、「交通空白」解消本部を昨年７月に設置し、「観光の足」確保に

向けて、主要交通結節点での二次交通サービスの導入・改善や検索・予約ツールの活用を

進めることとしています。 

香川県タクシー利用利便性向上協議会（令和７年４月設立）では、「観光の足」確保に

向け、香川県内の主要交通結節点や観光施設において、タクシーへ円滑に乗車できる環境

を整備するため、昨年、乗車中の公共交通機関や観光施設等においてＱＲコードから、乗

車するタクシーを簡便に手配可能とするサービスの実証実験を行いました。 

また、令和８年度は、昨年度の結果を踏まえ、新たなシステムを導入する等、発展的な

内容で実証実験を行うこととしております。 

令和７年度の実証実験の結果報告と令和８年度の取組内容等について議論を行うた

め、第２回「香川県タクシー利用利便性向上協議会」が下記のとおり開催されますので、

お知らせします。 


